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１　地域づくり補助金の趣旨　
　この補助金は、市民が自ら考え実践する地域づくりを積極的に推進するため、地域の発展に資する地域づくり事業又は人材育成事業等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものです。
　一方で、事業実施にあたっては、公金として適正に執行するだけでなく、幅
広い市民がまちづくりに参画するとともに、その恩恵を受けられるように努め、
地域住民や地域団体等との連携により、事業を効果的・効率的に実施すること
が重要です。
２　申請の前に確認すること　
　地域づくり補助金では、対象事業のうち、研修会開催型、市民提案型及び市民活動型は事業評価委員会による評価、地域活性化型は雲仙市自治会長連合会による評価を経て、市が補助金の交付決定をもって事業の承認を行います。
　また、以下の点について確認ください。
　◎交付申請書の提出期限は、事業実施日（事業実施日が連続する複数の日の場合は、連続する複数の日の最初の日）の前日から起算して６０日前までです。
準備経費の交付申請書の提出期限は、事業実施日の属する年度の前年度の１月３１日までです。
　　期限後に提出された交付申請書は、受け付けできません。
　　※事業実施日が４月又は５月である場合は、事業実施日の属する年度の４月１日のみ受け付けます。
◎実績報告書の提出期限は、事業実施日（事業実施日が連続する複数の日の場合は、連続する複数の日の最後の日）の翌日から起算して６０日を経過する日又は事業実施日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までです。
◎準備経費の実績報告書の提出期限は、事業実施日の属する年度の前年度の３月３１日までです。
◎研修会開催型、市民提案型及び市民活動型を申請する場合は、事業評価委員会で事業説明（プレゼンテーション）を行っていただきます。
　　◎補助金を申請する事業にかかった経費であっても、交付決定前の経費は補助対象外です。
　◎予算の範囲内で補助金の交付決定を行いますので、予算額に達した場合は受付を終了します。
　◎補助金を申請する事業の内容に関する問い合わせについては、市では対応できませんので、事業に関する問い合わせ先（公表用）を用意ください。
◎クレジットカードを使用し、ポイントが付与された場合、あるいは、補助対象経費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は補助対象外です。

◎領収書又はレシートがないもの、使途不明なものは、補助対象として認められません。
３　用語の定義　
　この手引きで使用する用語については、以下のとおりとします。

	市民
	市内に居住している者。

	団体
	政治、宗教等を目的とせず、５人以上で組織され、地域づくり事業又は人材育成事業等の活動を継続して行おうとする社団をいう。ただし、社団の構成員の半数以上が市民であるものに限る。

	町
	雲仙市国見町、瑞穂町、吾妻町、愛野町、千々石町、小浜町及び南串山町の各町をいう。

	人材育成
	研修等を通じて、市民の能力、技術、専門知識等を新たに身に付けさせる又は向上させる取組。

	地域づくり
	地域内での支え合いや地域住民のつながりを深める活動を通じて、市の活力と潤いに満ちた地域社会の実現を図ることをいう。

	事業実施日
	主な参集対象者（事業を実施しようとする者、事業の出演者、講師、司会者及び業務等を受注する者を除く。）が集まり、かつ、事業の目的達成のために主たる活動を行う単一の日又は連続する複数の日。

	同一の事業
	事業の目的、効果、内容、参集対象者等が類似する事業。

	準備経費
	事業実施日の属する月が４月又は５月である事業で、事業実施日の属する年度の前年度の２月から３月までの期間において生じる事業実施に要する経費。


よって、申請ができる団体は、次の要件をすべて満たしていることとします。

１）政治、宗教等を目的としていない。
２）構成員が5人以上の団体。

３）構成員の半数以上が雲仙市民であること。

４）今後も継続して活動を行うことが可能であること。
４　補助の対象事業　
地域づくり補助金の対象事業は次のとおりです。
	対象事業
	事業内容

	研修会開催型
	市民又は団体が主催し、自ら企画及び運営を行い、市内で開催する研修会又は講演会であり、地域の発展に資する地域づくり事業又は人材育成事業に関するもの。（ただし、広く市民に参加の周知を図る事業、かつ、不特定の市民が参加できる事業に限る。）

	市民提案型
	事業を提案しようとする団体が自ら実施主体となる公益的な事業で、次のいずれかに該当する事業

ア　地域課題及び社会的課題の解決が図られる事業

イ　市民の一体感及び連帯感の醸成が図られる事業

ウ　先駆的及び独創的な工夫及びアイデアが認められる

事業

エ　市民満足度が高まり、具体的な成果及び効果が期待で
きる事業

	市民活動型
	団体が、雲仙市の歴史、文化、自然等地域資源の活用を目的として実施する事業

	地域活性化型
	団体が、町又は町を越えた広域的な活性化を目的として実施する事業で過去に活動実績がある事業（ただし、当該地域の自治会が協賛し、又は後援する事業に限る。）


※次のいずれかに該当するものは、補助の対象外となります。

（１）営利を目的としたもの

（２）特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業
（３）事業実施を伴わない調査又は学術的な研究事業

（４）政治、宗教及び選挙活動

（５）地区住民の交流行事その他の親睦会的なイベント
（６）事業の参集対象者が主として市外の者である事業

（７）国及び地方公共団体並びにそれらの外郭団体の制度等により実施している事業であって、単にその拡大又は追加をしようとする事業

（８）公序良俗に反するもの

（９）他の制度により市が補助しているもの
５　補助の条件　
　地域づくり補助金を活用するには、次のことが条件となります。
　　①地域づくり活動に積極的に参加すること
　　②市長の求めがあったときは会合等に出席し、事業の実績を報告すること
　　③その他市長が事業の実施等に関して特に必要と認めること
６　補助対象経費等
（１）対象事業ごと補助対象経費・補助率・補助限度額
	対象事業及び
補助交付回数
	補助
対象者
	補助対象経費
	補助率
	補助限度額

	研修会開催型

年1回

（通算回数制限なし）
	市民又は団体
	事業の実施に要する経費から補助対象外経費を差し引いた経費
	補助対象経費の

10分の10以内
※1,000円未満は切捨て
	50万円又は事業の実施に要する経費から事業収入（参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等）を控除した額のいずれか少ない方の額

	市民提案型

年1回

（通算1回）
	団体
	
	補助対象経費の

10分の10以内
※1,000円未満は切捨て
	200万円又は事業の実施に要する経費から事業収入（参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等）を控除した額のいずれか少ない方の額

	市民活動型

年1回

（通算3回）
	団体
	
	（１）１回目

補助対象経費の

4分の３分以内

（２）２回目以降

補助対象経費の

３分の２以内
※1,000円未満は切捨て
	1００万円又は事業の実施に要する経費から事業収入（参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等）を控除した額のいずれか少ない方の額

	地域活性化型

年１回

（通算回数制限なし）
	団体
	
	補助対象経費の

３分の２以内

※1,000円未満は切捨て
	150万円又は事業の実施に要する経費から事業収入（参加料、売上金、協賛金、寄附金、自己資金等）を控除した額のいずれか少ない方の額


注意点

◎国及び地方公共団体から補助等がある場合は、補助対象経費から国及び地方公共団体補助額を控除した額に補助率を乗じて得た額の範囲内となります。
◎一の市民又は団体で同一の事業を行う場合、補助金の交付回数は、以下の区分に応じた範囲内となります。

　・市民提案型　通算の交付回数　１回
　・市民活動型　通算の交付回数　３回
※研修会開催型、地域活性化型については、回数制限はありません。

◎研修会開催型は、研修会等の開催に併せ、参加者アンケートを必ず実施し、実績報告の際に写しを提出してください。

◎地域活性化型は、本補助制度の活用に限らず過去に活動実績がある事業であり、当該地域の自治会が協賛又は後援する事業に限り対象とします。

◎予算の範囲内で補助金の交付決定を行いますので、予算額に達した場合は受付を終了します。
◎市民等からの事業の内容に関する問い合わせについて、市では回答ができません。このため、公表用の連絡先を用意していただきます。
また、問い合わせ先はチラシ等へ掲載していただき、市に問い合わせがあった場合は、提出された問い合わせ先を案内します。
◎事業実施にあたり作成したチラシやパンフレット等を提出してください。
　特に、補助対象経費として作成した成果物は必ず提出してください。

（２）―１研修会開催型の費目別補助対象経費・補助対象外経費（例）
	費目
	· 補助対象経費（例）
	×　補助対象経費と認めないもの（例）

	報償費
	・出演料、出演謝礼、講師謝礼、
司会者謝礼　など
※現金又は現物支給に限る。
	・景品　など
・謝礼等とする事業実施場所で使える食事券、商品券、引換券（収入支出があわなくなるため）
・申請者及び団体構成員に対する謝礼等
（ただし、団体構成員であっても出演謝礼や、技術や技能が必要な場合であれば講師謝礼や司会者謝礼は対象とする。）

	旅費
	・鉄道運賃、船舶、航空賃及び車賃（雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額とのいずれか少ない額。バス借上などの移動は実費。車賃は運転手１名分）
	・鉄道運賃の座席指定料金
・申請者及び団体構成員に対する旅費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・宿泊費
（雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額のいずれか少ない額。ホームステイにかかる経費は、申請者及び関係機関への聞き取りによる実費相当額）
	・宿泊に伴う食事料金
・申請者及び団体構成員に対する宿泊費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	需用費
	・消耗品費（単価１０,000円まで）
※事業実施に直接必要な消耗品等

	・単価１０,000円を超えるもの
・事業達成に直接関係ないスタッフTシャツ等
・過剰な消耗品や事務用品購入
・書籍、雑誌

・今後も使用可能な旗、看板等のＰＲ用品
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・燃料費
（草払機等の機材及びレンタカー等の燃料代、出店等で使用する燃料費など）
	・自家用車など私用との混同が生じ得る場合は不可。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・食糧費
ア）講師等の食糧費（1人800円まで）
※別途謝礼等を支払う場合は対象外。
イ）申請者本人又は団体構成員が会議や研修時等で消費するお茶代（１人１日につき１５０円まで）
	・別途謝礼等を支払う場合の食糧費
・申請者又は団体構成員が消費する食糧費（会議やイベント時等のお茶代に限り、１人１日につき１５０円まで対象とする）
・打上げ等の飲食代、宿泊に伴う食事料金
・視察研修先への土産代
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・印刷費
（事業ＰＲに必要なチラシやポスターの印刷代など）
	★明細等がなく支出の根拠が不明なもの


	
	・光熱水費
（事業達成のために直接必要な電気、ガス、水道代）
	・団体事務所で使用する経費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの


	
	
	・申請者又は団体構成員のために限られた食材。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	費目
	· 補助対象経費（例）
	×　補助対象経費と認めないもの（例）

	役務費
	・通信運搬費
（切手、はがき、郵送料、宅配便送料【代引手数料等含む】、運搬費）

	・個人の携帯使用料金
・個人（事務所）のインターネット接続料
・個人（事務所）のプロバイダー料
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・手数料
（事業PRに必要な新聞折込手数料、許可申請等に必要な手数料、振込手数料、クリーニング代※、ごみ処理・運搬手数料、試験・研究・実験等の検査手数料など）
※申請者又は構成団体員が着用するものを除く。
	★明細等がなく支出の根拠が不明なもの
・申請者又は構成団体員が着用するもののクリーニング代


	
	・保険料
（イベント保険、レクリエーション保険など）
	★明細等がなく支出の根拠が不明なもの


	委託料
	・委託料
（申請者が直接実施することが困難であり、専門的な知識・技術等が必要な業務の外部委託）

	・企画を含めた事業委託
・構成団体員への委託（専門的技術を備え、生業とされているなど対外的に実績があり、正規の領収書を発行できる場合には対象）
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	使用料
及び
借上料
	・使用料
（施設使用料、空調使用料、有料道路の通行料、駐車場使用料など）

	・申請者又は構成団体員が所有する施設、器具等の使用料
（対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象）
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・借上料
（事業実施に必要な会場借上料、レンタカー【バス】借上料、機械借上料、映画フィルム借上料、駐車場借上料、パソコン借上料）
※申請者又は構成員以外からの作業機械借上料についてはその単価を別に定める基準を上限とします。
	・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の借上料
（対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象）
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	負担金
	・負担金
（会議等への出席に要する資料代、見学費等を含め参加費として負担する場合の経費）
	・負担金の中に食糧費が含まれる場合は、食糧費にかかる経費は対象外。
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	その他
	参加者への食糧費、材料代、食材、ふるまい、土産代、プレゼント代、ノベルティグッズ（ただし、参加費の合計額を超えない範囲まで）
	・今後、当該事業以外でも使用できるもの
・ポイント付与されているもの（P１９参照）
・出店団体等の別組織への謝礼や補助費（P１９参照）
・備品購入費
・修繕料（備品の調整、修繕、部品取替え等の費用）
・領収書又はレシートがないもの、使途不明なもの


（２）―２市民提案型、市民活動型、地域活性化型の費目別補助対象経費・
補助対象外経費（例）
	費目
	· 補助対象経費（例）
	×　補助対象経費と認めないもの（例）

	報償費
	・景品　など
・出演料、出演謝礼、講師謝礼、
司会者謝礼　など
※現金又は現物支給に限る。
	・謝礼等とする事業実施場所で使える食事券、商品券、引換券（収入支出があわなくなるため）

・申請者及び団体構成員に対する謝礼等

（ただし、団体構成員であっても出演謝礼や、技術や技能が必要な場合であれば講師謝礼や司会者謝礼は対象とする。）

	旅費
	・鉄道運賃、船舶、航空賃及び車賃（雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額とのいずれか少ない額。バス借上などの移動は実費。車賃は運転手１名分）
	・鉄道運賃の座席指定料金

・申請者及び団体構成員に対する旅費
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・宿泊費

（雲仙市旅費支給条例に基づき算出された額と申請された額のいずれか少ない額。ホームステイにかかる経費は、申請者及び関係機関への聞き取りによる実費相当額）
	・宿泊に伴う食事料金

・申請者及び団体構成員に対する宿泊費

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	需用費
	・消耗品費（単価１０,000円まで）

※事業実施に直接必要な消耗品等


	・単価１０,000円を超えるもの
・事業達成に直接関係ないスタッフTシャツ等

・過剰な消耗品や事務用品購入
・今後も使用可能な旗、看板等のＰＲ用品
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・燃料費

（草払機等の機材及びレンタカー等の燃料代、出店等で使用する燃料費など）
	・自家用車など私用との混同が生じ得る場合は不可。

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの



	
	・食糧費

ア）事業として行う交流会での食糧費（1人5,000円まで）
　※別途謝礼等を支払う場合は対象外。

イ）出演者等の食糧費（1人800円まで）
※別途謝礼等を支払う場合は対象外。

ウ）申請者本人又は団体構成員が会議やイベント時等で消費するお茶代（１人１日につき１５０円まで）
	・別途謝礼等を支払う場合の食糧費
・申請者又は団体構成員が消費する食糧費（会議やイベント時等のお茶代に限り、１人１日につき１５０円まで対象とする）
・打上げ等の飲食代、宿泊に伴う食事料金

・視察研修先への土産代

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・印刷費

（事業ＰＲに必要なチラシやポスターの印刷代など）
	★明細等がなく支出の根拠が不明なもの



	
	・光熱水費

（事業達成のために直接必要な電気、ガス、水道代）
	・団体事務所で使用する経費

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの



	
	・材料代

（ふるまいや出店等に必要な食材、物の製造及び加工等に使用する原料又は材料の購入費）
	・団体構成員のために限られた食材
★明細等がなく支出の根拠が不明なもの


	費目
	· 補助対象経費（例）
	×　補助対象経費と認めないもの（例）

	役務費
	・通信運搬費

（切手、はがき、郵送料、宅配便送料【代引手数料等含む】、運搬費）


	・個人の携帯使用料金

・個人（事務所）のインターネット接続料

・個人（事務所）のプロバイダー料

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・手数料

（事業PRに必要な新聞折込手数料、許可申請等に必要な手数料、振込手数料、クリーニング代※、ごみ処理・運搬手数料、試験・研究・実験等の検査手数料など）
※申請者又は構成団体員が着用するものを除く。
	★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

・申請者又は構成団体員が着用するもののクリーニング代


	
	・保険料

（イベント保険、レクリエーション保険など）
	★明細等がなく支出の根拠が不明なもの



	委託料
	・委託料

（申請者が直接実施することが困難であり、専門的な知識・技術等が必要な業務の外部委託）

	・企画を含めた事業委託

・構成団体員への委託（専門的技術を備え、生業とされているなど対外的に実績があり、正規の領収書を発行できる場合には対象）

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	使用料

及び

借上料
	・使用料

（施設使用料、空調使用料、有料道路の通行料、駐車場使用料など）


	・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の使用料

（対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象）

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	
	・借上料

（事業実施に必要な会場借上料、レンタカー【バス】借上料、機械借上料、映画フィルム借上料、駐車場借上料、パソコン借上料）

※構成員以外から作業機械借上料についてはその単価を別に定める基準を上限とします。
	・団体や構成団体員が所有する施設、器具等の借上料

（対外的に規程等で料金が示されており、正規の領収書を発行できる場合には対象）

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	負担金
	・負担金

（会議等への出席に要する資料代、見学費等を含め参加費として負担する場合の経費）
	・負担金の中に食糧費が含まれる場合は、食糧費にかかる経費は対象外。

★明細等がなく支出の根拠が不明なもの

	その他
	
	・今後、当該事業以外でも使用できるもの
・ポイント付与されているもの（P１９参照）
・出店団体等の別組織への謝礼や補助費（P１９参照）
・備品購入費
・修繕料（備品の調整、修繕、部品取替え等の費用）

・領収書又はレシートがないもの、使途不明なもの


注意点
◎切り取られた領収書、レシートは、証拠書類として認められません。
◎領収書に明細等がなく支出の根拠が不明なものは補助対象外となります。
　領収書に明細等がない場合は、明細等がわかるもの（請求書など）を合わせて提出してください。
◎現地で参加者から徴収する駐車料、協力金、寄付金等を徴収する場合、徴収する駐車料、協力金、寄付金等はチラシやポスター等に金額を記載し、周知を徹底してください。
　ただし、事業実施日以外も料金を徴収する駐車場として運営している場所は除きます。
◎余った補助金は、返還していただきます。
７　交付申請から実績報告までの流れ
地域づくり補助金の交付申請から実績報告までは、次のような流れとなっています。
	
	研修会開催型
	市民提案型
	市民活動型
	地域活性化型

	
申請者
市
申請者
市
申請者
申請者
市

	
	

	
	


（注意）事業実施期間とは、事業の準備から事業実施日、事業の収支精算、反省会等を含めた期間です。
　　　　※事業実施期間と補助対象期間は必ずしも一致するものではありません。
例

　　　　　　


８　交付決定の取消し・返還
　補助交付決定後、次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消しになることがあります。また、既に概算払等で補助金が交付されているときは、期限を決めて返還となります。
　（１）事業計画を中止したとき。
　（２）提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
　（３）目的に反する行為があったとき。
　（４）その他不正行為があったとき。
９　計画変更　
　補助金交付決定後、事業の変更をしようとする場合は補助事業等計画変更承認申請を行い、承認を受けなければなりません。ただし軽微な変更についてはこの限りではありません。
　（１）補助事業等に要する予算を変更しようとするとき
　（２）補助事業等の内容を変更しようとするとき
（３）補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき
　（４）補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったとき
★軽微な変更については次のとおりです。
（１）補助金額の減額で、当初交付決定額の２割を超えない減額
（２）事業の実施期間を短縮した場合
　（３）当初の事業目的、規模、効果等を損なわない内容の一部の変更
１０　事業評価委員会　
研修会開催型、市民提案型及び市民活動型は、事業評価委員会において事業の評価が行われますので、早めの交付申請書の提出（事業実施日の前日から起算して６０日前）が必要です。
事業評価委員会では、事業関係者により事業の説明（プレゼンテーション）を行っていただきます。
　ただし、事業実施日の属する年度の前年度に準備経費に係る補助金を申請し、かつ、交付決定通知書を受けた事業であって、事業実施年度に係る補助金の交付申請の場合は、評価を省略することがあります。
１１　自治会長連合会による評価　
　地域活性化型は、自治会長連合会において、事業の評価が行われます。
　ただし、評価が行われる事業は、新規事業又は継続事業で前年度の事業内容に著しく変更があるものが評価の対象となります。
また、事業実施日の属する年度の前年度に準備経費に係る補助金を申請し、かつ、交付決定通知書を受けた事業であって、事業実施年度に係る補助金の交付申請の場合は、評価を省略することがあります。
１２　見積書、支払領収書及び請求書等証拠書類
・適正な予算管理を行い、補助対象経費、対象外経費を明確にするためにも、交付申請時においては見積書の徴取による予算の積算や、実績報告書作成時においては、領収書にあわせてその内容を明確に判断できる明細等の整理が重要です。
・実績報告時の領収書の提出は、補助対象経費とする分の領収書のみとして差し支えありません。この場合、領収書の提出がない経費は補助対象外として取り扱います。
・補助金申請にかかる経費の収支を明らかにした領収書類、帳簿、通帳などは常に備え置いて、補助金申請を行った年度の翌年度から5年間、保存してください。
・手書きの見積書、領収書は、必ず本人の署名、押印により作成をお願いしてください。
（１）見積書の徴取について
①３万円を超える場合は、見積書を徴取してください。
　　ただし、３万円以内であっても、算出根拠が不明確なものなど内容によっては見積書の徴取を行ってください。なお、見積徴取は不要であっても、カタログやインターネット等で調査したものの写し、または、継続事業であれば前年度実績報告における収支精算書（請求書明細など）を参考に、収支予算書の算出根拠を明確にしてください。
②見積書の徴取については、原則、市内業者から行ってください。
・市内に対応可能な業者がない場合は、市外業者から徴取した見積書で構いません。
・市外業者を活用する場合は、市内業者との見積比較により安価であることや、市外業者を活用する優位性（理由）を明確にしてください。



※「一式　＊＊＊＊＊円」など、大まかな記載のものでは、用途や内容がわからず、補助対象外経費が含まれていることもあり得るため、補助金の査定ができません。
　項目ごとに、数量、単価を明確にしてください。
・実績報告書に添付する書類として、領収書やその内容を明確に判断できるよう請求書や明細書（レシート）等が必要です。
・領収書又はレシートがないもの、使途不明なものは、補助対象として認めることができませんので、第三者が見ても、支払いの内容等がわかるよう整理してください。
●支払証拠書類の整理の仕方（例）
	振込の場合
	

	現金の場合
	


●領収書の注意事項
　・あて名は、申請時の申請者（団体）名でもらってください。
　・領収印が押印してあるか、日付が記載されているかを確認してください。
・領収書の日付は、交付決定日から実績報告書提出日までの期間のものが補助対象となりますので注意してください。
　・収入印紙が必要なものについては、貼付されているか確認してください。



　　　　
※請求書等がない場合は、用途や内容等を、但し書や余白に詳しく記載を求めて
ください。
※請求書がある場合も、項目程度（例：チラシ印刷代）は記載を求めてください。
※出演料や謝礼にかかる領収書について

　　・出演料や謝礼などの領収書については、以下の例に準じ作成をお願いします。




（参考）出演料や謝礼にかかる領収書で、領収印がない場合の取扱いについて
　　・出演料や謝礼にかかる領収書で、領収印をもらえなかった場合には、次の「支払証明」を作成し、領収書とともに提出してください。
　　　又は、後日領収書を郵送いただくなど、押印いただいた領収書により確認ができるよう努めてください。

●レシートの場合の注意事項


　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※レシートとは別に、領収書の発行が受けられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る場合は、領収書もあわせて請求してください。
●請求書の注意事項

　・あて名は申請時の申請者（団体）名でもらってください。
　・社印等が押印してあるか、日付が記載されているかを確認してください。
・請求書の日付は、交付決定日から実績報告書提出日までの期間のものが　補助対象となりますので注意してください。



 ※請求書は、内容や単価、数量などの明細が記載されている必要があります。請求項目
が、「一式　＊＊＊＊＊円」など、大まかな記載のものでは、用途や内容がわからず、
補助対象外経費が含まれていることもあり得るため、補助金の査定ができません。

　（よくない例）

●インターネット等による通信販売の場合の注意事項
・原則、申請時の申請者（団体）名で注文してください。申請時の申請者（団体）名で注文していない（団体構成員の個人名で注文しているなど）場合は補助対象外となります。※商品等の郵送先は個人宅等でも構いません。
・発注書、請求書の代用として、内容、数量、金額が記載されている発注完
了画面や発注完了メールを印刷したものを用意してください。
・領収書、納品書を発行してもらうよう、事前に購入先に確認してください。
・代金引換（代引）の領収書だけでは、運送業者の手数料が含まれた金額が記されているため、補助金の査定ができません。
●電子マネー、クレジットカード、ポイントカード等の使用について
補助対象経費の支払いに電子マネー、クレジットカード、ポイントカード等を使用し、ポイントが付与された場合、あるいは、補助対象経費の支払いを現金で行い、ポイントカードにポイントが付与された場合、その支払いをした経費は、補助対象経費として認められません。
電子マネー、クレジットカード、ポイントカード等の使用については控えていただきますようお願いいたします。
　　　
●出店団体等への報償費補助について
補助を受け取った補助金申請者が、他の団体へ助成を行った場合は、補助の対象外となります。
出店団体等の別組織へ補助をする場合で売上が発生する時、補助金を使って売上が発生することとなり、補助金の必要性の問題や、出店団体等の出納管理が必要になり、非常に事務が煩雑となること、出店団体等の収入額を証する資料がなく、補助対象経費として判断ができないことから、補助の対象外とします。
ただし、実行委員会として、売上を収入に計上する場合は補助対象経費として取り扱って差し支えありません。
１３　補助金申請関係書類について　P２2～
◆提出書類
　　①補助金交付申請書　　　　　　⇒Ｐ２３
　　②事業計画書（様式第１号）　　⇒Ｐ２４
　　③収支予算書（様式第２号）　　⇒Ｐ２５
　　④見積書の写し　　　　　　　　⇒Ｐ１５
　　　※用紙(Ａ４)に貼付しコピー。（重ね貼り不可）
　　⑤スケジュール（予定）　　　　⇒Ｐ２６
　　⑥申請者プロフィール　　　　　⇒Ｐ２７－２８
　　⑦その他内容がわかる資料
⑧申請者にかかる市税の未納がない証明書
⑨通帳の写し
◆提出期限
　　・事業実施日（事業実施日が連続する複数の日の場合は、連続する複数の日の最初の日）の前日から起算して６０日前まで。
※事業実施日が４月又は５月の場合は、事業実施日の属する年度の４月１日が提出期限。
・準備経費の場合は、事業実施日の属する年度の前年度の１月３１日まで。
１４　実績報告関係書類について　P２９～
◆提出書類
　　①実績報告書　　　　　　　　　⇒Ｐ３０
　　②事業実績報告書（様式第３号）⇒Ｐ３１
　　③収支精算書（様式第４号）　　⇒Ｐ３２
　　④領収書の写し　　　　　　　　⇒Ｐ１６－１８
　　　※補助対象経費とする分の領収書分の領収書のみの提出として差し支えありません。この場合、領収書の提出がないものは補助対象外として取り扱います。
※請求・レシート等明細がわかるものもあわせて用紙(A4)に貼付し
　　　　コピー。（重ね貼り不可）
⑤スケジュール（実績）　　　　⇒Ｐ３３
⑥収入と支出がわかる帳簿　　　⇒Ｐ３４
（任意様式）
　　⑦その他内容がわかる資料　　　⇒Ｐ３６
　　⑧通帳の写し
　　⑨チラシ、パンフレット等
　　⑩記録写真（会議、準備、当日、片付けの模様）データ等
◆提出期限
・事業実施日（事業実施日が連続する複数の日の場合は、連続する複数の日の最後の日）の翌日から起算して６０日を経過する日又は事業実施日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日まで。
・準備経費の場合は、事業実施日の属する年度の前年度の３月３１日まで。
１５　補助金申請関係書類　
■補助金申請書チェックリスト
	項目
	
	市
	チェックリスト

	申請団体の
要件
	□
□
□
□
	□
□
□
□
	政治、宗教等を目的としていないか。
構成員が５人以上の団体か。
構成員の半数以上が雲仙市民であるか。(P２「市民」の定義参照)
今後も継続して活動を行おうとする団体か。

	補助対象事業
※次のいずれかに該当するものは、補助対象外。
	□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
	営利を目的としたもの　ではない。
特定の個人又は団体のみが利益を受ける事業　ではない。
事業実施を伴わない調査又は学術的な研究事業　ではない。
政治、宗教及び選挙活動　ではない。
地区住民の交流行事その他の親睦的なイベント　ではない。
事業の参集対象者が主として市外の者である事業　ではない。
国及び地方公共団体並びにそれらの外郭団体の制度等により実施している事業であって、単にその拡大又は追加をしようとする事業　ではない。
公序良俗に反するもの　ではない。
他の制度により市が補助の対象としているもの　ではない。
過去に地域づくり補助金を活用している場合、交付回数の条件を超えていないか。（Ｐ６参照）

	交付申請書
(様式第１号)
	□
□
	□
□
	提出期限までに提出されているか。（Ｐ１、２０参照）
申請者の住所、団体名、役職（会長、代表）、氏名、事業名は他の書類と整合がとれているか。

	事業計画書
(様式第１号)
	□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
	申請者名、事業名は、様式第１号と同じか。
新規・継続の区分は選択されているか。
対象事業は明確になっているか。
各項目の記載について具体的に記載されているか。
次年度以降の事業展開等の欄は、研修会開催型、市民提案型、地域活性化型については次年度の計画を、市民活動型は通算３回活用できるため、補助事業実施年度から４年間の計画を記載されているか。
参加者、来場者から徴収する料金がある場合、チラシ等により、周知を徹底することの確認はとれているか。

	収支予算書
(様式第２号)
	□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
	予算の積算に誤りはないか。必ず検算を行うこと。
自己資金等、収入の記載があるか。補助対象とする費目について、売上等事業収入が発生する場合は、事業収入として計上漏れがないか。
市民提案型の場合、事業の実施に要する経費から、事業収入を差し引いた経費が補助対象となっているか。
国及び地方公共団体からの補助等がある場合は、補助対象経費からそれらの補助の額が控除されているか。
予算の積算根拠は明確か。（見積書の写し等明細は明らかか。）
補助対象経費、補助対象外経費が明確になっているか。

	見積書の写し

	□
□
□
	□
□
□

	見積書等は、用紙(Ａ４)に貼付しコピーしたものか。（重ね貼り不可）
３万円を超える場合は、見積書があるか。
見積徴取は不要であっても、カタログやインターネット等で調査したものの写しなどがあるか。（継続事業であれば前年度実績報告における収支精算書（請求書明細など）を参考に積算可能）

	スケジュール
（予定）
	□
	□
	交付申請から実績報告書提出までの期間の主な活動について記載があるか。

	申請者プロフィール
	□
□
	□
□
	他の書類との整合はとれているか。
団体規約（会則）、団体名簿の提出はあるか。

	その他内容がわかる資料
	□

	□

	市が内容を把握するため、団体へ求めたもの（会場レイアウトなど）の提出があるか。



様式第1号(第3条関係)
　　令和●●年●●月●●日
　
　雲仙市長　　　　　　　　様
申請者　住所　雲仙市●●町●●１２３番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　●●●●実行委員会　　　
会長　●●　●●　　
　
　　　　令和●●年度雲仙市地域づくり補助金交付申請書
　
　令和●●年度において雲仙市地域づくり事業（●●●●●●●●●）について、雲仙市地域づくり補助金●●●，●●●円を交付されるよう、雲仙市補助金等交付規則（平成17年雲仙市規則第42号）第3条の規定により、次の関係書類を添えて申請します。
関係書類
　1　事業計画書（様式第1号）
　2　収支予算書（様式第2号）
  3  その他市長が必要と認める書類

交付申請のポイント
　事業の目的は明確か、事業効果、事業の内容、参画・交流が図られるか、計画性や実施体制、事業の発展性、改善性などについて評価を行いますので、事業計画書、スケジュール（予定）については具体的に記載いただき、収支予算書については、積算根拠を明確にして作成してください。
様式第1号(第5条関係) 
事業計画書
	申請者
	●●●●実行委員会　会長　●●　●●

	事業名
	●●●●●●●●●
	　　新規　・　継続

	事業に関するお問いわ合せ先
（公表用）
	（担　　当）●●●●実行委員会　　●●●●
（電話番号）●●●●―●●―●●●●

	対象事業
	· 研修会開催型

	
	□　市民提案型

	
	■　市民活動型

	
	· 地域活性化型

	事業目的
及び効果
	目的・効果
“事業の実施により現状（問題点）をどのようにしたいのかを記載。”
“課題をどのように解決でき、どのような効果を生むかを記載。”

	事業内容
	①内容・方法
“事業の内容や実施方法を具体的に記載”
②事業実施期間
開始　令和●●年７月１１日　　終了　令和●●年９月３０日
　　　　　（事業実施日　令和●●年８月■■日）
③事業実施場所　　　○○○公園・○○ホール
④対象となる人　市民、市外来場者　２，０００名

	実施体制
	●●会、■■会、□□組合、･･･････の●団体及び個人会員●名
●●の実施について専門的知識（活動実績）を有する団体（会員）あり。
“連携する団体名数や人数、事業実施にあたっての専門性やノウハウ等を記載”

	後援・協賛
団体
	●●自治会、■■会、□□組合
“地域活性化型については、当該地域の自治会が協賛、又は後援する事業となっていることから、後援・協賛する自治会を必ず記載すること“

	市へ依頼したい事項
	□名義使用　☑自治会配布依頼　□無線放送依頼　□市ＨＰへ掲載依頼
☑市有地使用（場所：雲仙市役所本庁駐車場　　　　　　　　　　　　）
□そ　の　他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※別途、申請等が必要です。

	次年度以降の事業展開等

	“次年度以降の活動（方向性）について、研修会開催型、市民提案型、市民活性化型については来年度の計画を、（※）市民活動型は通算３回で終了となるため、その後の活動計画（４年間）を記載”
来年度 ・・・
※３年目　・・・
※４年目　・・・


※１ページ以内で作成する必要はありません。
様式第2号（第5条関係)
収支予算書

収入
(単位：円)
	費目
	前年度精算額
	本年度予算額
	備考

	地域づくり補助金
	500,000
	500,000
	補助対象経費(826,000円-県20,000円)×2/3≒537,000円以内

	自己資金
	４6,000
	56,000
	自己資金（会費）56,000円

	協賛金
	125,000
	125,000
	10,000円×10団体=100,000円
5,000円×5団体=25,000円

	事業収入
	１００,000
	140,000
	抽選券100円×1000枚=100,000円
●●売上200円×100店=20,000円
出店料2,000円×10店=20,000円

	県補助金
	20,000
	20,000
	県●●補助金２万円

	その他
	1,000
	1,000
	預金利息ほか雑入

	計
	７８２,000
	842,000
	



支出
(単位：円)
	費目
	前年度精算額
	本年度予算額
	備考

	報償費
	1４0,000
	150,000
	出演料●●●●円×10=●●●●●円
司会謝礼●●●●円×2=●●●●円
景品　100,000円

	旅費
	４0,000
	５0,000
	●●⇔●●バス運賃　2,480円
●●⇔●●鉄道運賃　5,000円
宿泊費●●●●円×●人=●●●●円

	需用費
	3５7,000
	367,000
	消耗品費　20,000円
燃料費（●●分）　2,000円
食糧費　800円×●人=●●●円
ｽﾀｯﾌ分800円×20人=16,000円《対象外》会議茶代150円×20人×3回=9,000円
ポスターチラシ印刷　　200,000円
出店時ガス・水道料金　　 5,000円
食材（●●●分）　　　100,000円

	役務費
	２0,000
	30,000
	切手82円×100枚=8,200円
クリーニング代　10,000円
イベント保険代　●●●●

	委託料
	１９0,000
	200,000
	●●委託料　　200,000円

	使用料及び借上料
	３0,000
	40,000
	●●使用料　　　20,000円
●●借上料　　　20,000円

	負担金
	5,000
	5,000
	●●見学時負担金
1,000×5人=5,000円

	計
	７８2,000
	842,000
	《補助対象》　826,000円
《補助対象外》　16,000円


別紙
雲仙市地域づくり事業実施スケジュール　予定
（準備作業から事業終了後の報告まで、できるだけ具体的に記載してください。）
	日程（月日）
	実施内容
	場所
	参加者等

	４月～９月
６月上旬
７月中旬
７月下旬
８月○○日
８月■■日
８月△△日
９月下旬
９月末
１０月末

	事業打ち合わせ（●回）
補助金交付申請書提出
出店関係者との打ち合わせ
事業周知チラシ配布
○○開催準備
○○開催
会場片付
実績報告（反省会）
事業期間終了
実績報告書提出

	○○会議室ほか
○○会議室
○○公園・○○ﾎｰﾙ
○○公園・○○ﾎｰﾙ
○○公園・○○ﾎｰﾙ
○○会議室

	○○人（延べ）
○○人
○○人
○○○○人
○○人
○○人



雲仙市地域活性化グループ等プロフィール（１/２）

	フリガナ
	ﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ

	１．団体名
	●●●●実行委員会

	２．代表名
	フリガナ
	　 ｳﾝｾﾞﾝ　 ﾀﾛｳ
	職業
	2
	※下欄職業より番号を記載してください

	
	氏　名
	雲仙　太郎
	
	
	

	
	(1)会社役員・会社員　　(2)自営業　　(3)農林水産業　　(4)観光業　　(5)公務員
(6)団体役員・職員　　(7)教育関係者　　(9)その他[　　　　　]

	３．連絡先
	フリガナ
	　 ｱﾂﾞﾏ　  ﾊﾅｺ
	電話
	●●●-●●●●-●●●●

	
	氏　名
	  吾妻　花子
	
	

	
	住　所
（団体所在地）
	〒●●●-●●●●
長崎県雲仙市●●町●●甲●●番地

	
	ＨＰアドレス
	●●●●●●●●●

	
	E-mailアドレス
	●●●●●●●●●

	４．設立年月
	●●　年　●●　月（設立予定を含む）※団体の場合のみ記載

	５．設立目的
〔200字以内〕
	団体の設立目的が具体的に分かるように記入してください。
団体の名簿を別途提出ください。
※団体の場合のみ記載

	６．構成
	総人数（男女別）
	●●人〔男　●●　人 ・ 女　●●　人〕

	
	団体構成員エリア
	(1)市全域　　(2)旧町　　(3)中学校区　　 (4)小学校区
(5)自治会　　(6)その他[　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

	
	役　職
	名　前
	役　職
	名　前

	
	会長
	雲仙　太郎
	会計
	●●　●●

	
	副会長
	国見　次郎
	監査
	●●　●●

	
	事務局
	吾妻　花子
	
	

	
	※別途、団体名簿を添付してください。

	７．ＮＰＯ法人格
	法人格の有無
	有 ・ 無
	法人格取得（予定）日
	　　　　年　　月　　日

	８．活動内容
（複数回答可）
	□(1)保健、医療又は福祉の増進　☑(2)社会教育の推進　☑(3)まちづくりの推進　□(4)観光の振興　□(5)農村漁村又は中山間地域の振興　□(6) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興　□(7)環境の保全　□(8)災害救援　□(9)地域安全　□(10)人権の擁護又は平和の推進　□(11)国際協力　□(12)男女共同参画社会の形成の促進　☑(13)子どもの健全育成　□(14)情報化社会の発展　□(15)科学技術の振興　□(16)経済活動の活性化　□(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援　□(18)消費者の保護　□(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動　□(20)全各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動


雲仙市地域活性化グループ等プロフィール（２/２）
主な活動
	時　　期
	内　　　容

	H２９年７月
	第●●回●●●●●●開催

	Ｈ３０年８月
	第●●回●●●●●●開催

	Ｒ元年８月
	第●●回●●●●●●開催


これまでに委託や助成金・補助を受けた実績
	時　　期
	委託契約先名
助成・補助団体名
	事　業　名
	委託額
助成・補助額

	Ｒ元年７月
	長崎県
	●●●●●助成金
	６００，０００円

	Ｒ元年７月
	雲仙市
	地域づくり補助金
	５００，０００円

	Ｒ５年７月
	雲仙市
	地域づくり補助金
	５００，０００円

	年　　月
	
	
	円


１６　実績報告書関係書類　
■実績報告書チェックリスト
	項目
	
	市
	チェックリスト

	実績報告書

	□
□
□
	□
□
□
	申請者の住所、団体名、役職（会長、代表）、氏名、事業名は他の書類と整合がとれているか。
交付決定日及び文書番号は、補助金交付決定通知と整合がとれているか。
提出期限までに提出されているか（Ｐ１、２１参照）。

	実績報告書
(様式第３号)
	□
□
□
□
□
□

	□
□
□
□
□
□

	補助金申請時に提出した事業計画書をもとに作成されているか。
効果について、実施結果の内容が反映されているか。
事業内容について、実施結果の内容が反映されているか。
実施体制について、実施結果の内容が反映されているか。
次年度以降の事業継続・展開について、実施結果から補助金申請時の内容と変更が生じる場合は修正されているか。
実施後の反省・改善点等については、反省会等で出た反省点・改善点等が必ず記載されているか。

	収支精算書
(様式第４号)
	□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
	補助金申請時に提出した収支予算書をもとに作成されているか。
収支精算書の金額に誤りはないか。必ず検算を行うこと。
自己資金等、収入の記載があるか。補助対象とする費目について、売上
等事業収入が発生する場合は、事業収入として計上漏れがないか。
市民提案型の場合、事業の実施に要する経費から、事業収入を差し引い
た経費が補助対象となっているか。
国及び地方公共団体からの補助等がある場合は、補助対象経費からそれ
らの補助の額が控除されているか。
補助対象経費、補助対象外経費が明確になっているか。

	領収書の写し
（P１６～１８参照）
	□
□
□
□
□
□
□
□
	□
□
□
□
□
□
□
□
	領収書は、用紙(Ａ４)に貼付しコピーしたものか。（重ね貼り不可）
切り取りや修正テープを使っているなど、領収書の加工はしていないか。
領収書だけでなく、請求書やレシート等明細がわかるものはあるか。
領収者の住所、氏名、印鑑はあるか。
但し書きの記載はあるか。第三者が見ても使途や明細が明らかか。
日付は交付決定日から事業終了までの期間内の日付となっているか。
※期間外のものは補助対象外。
クレジットカード等を使用した経費はないか。
ポイントが付与されている経費はないか。

	スケジュール
（実績）
	□
□
	□
□
	補助金申請時に提出したスケジュール（予定）をもとに作成されているか。
実施結果の内容が反映されているか。

	支出明細書
	□
□
□
	□
□
□
	支出明細書は作成されているか。（任意様式）
収支精算書（支出）と整合はとれているか。
対象外経費は区別がついているか。

	その他内容がわかる資料
	□
□
□
	□
□
□
	チラシ等成果物の提出はあるか。
記録写真の提出はあるか。
アンケートの写しはあるか（研修会開催型のみ）。


様式第５号(第9条関係)

令和●●年●●月●●日
　　雲仙市長　　　　　　　様
申請者　住所　雲仙市●●町●●１２３番地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　●●●●実行委員会　　　
会長　●●　●●　　

令和●●年度雲仙市地域づくり事業実績報告書
　令和●●年●●月●●日付け雲仙市指令●●雲地推第●●●号で補助金の交付の決定の通知があった令和●●年度雲仙市地域づくり事業（●●●●●●●●●）について、雲仙市補助金等交付規則(平成17年雲仙市規則第42号)第９条の規定により、その実績を関係書類を添えて報告します。
記
関係書類
(1)　事業実績報告書（様式第3号）
(2)　収支精算書(様式第4号)
(3)　領収書の写し
(4)　その他市長が必要と認める書類
様式第3号(第11条関係) 
事業実績報告書

	申請者
	●●●●実行委員会　会長　●●　●●

	事業名
	●●●●●●●●●
	　　新規　・　継続

	事業に関するお問合せ先
（公表用）
	（担　　当）●●●●実行委員会　　●●●●
（電話番号）●●●●―●●―●●●●

	対象事業
	· 研修会開催型

	
	□　市民提案型

	
	■　市民活動型

	
	· 地域活性化型

	事業目的
及び効果
	目的・効果
“事業の実施により現状（問題点）をどのようにしたいのかを記載。”
“課題をどのように解決でき、どのような効果を生んだかを記載。”

	事業内容
	①内容・方法
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
②事業実施期間
開始　令和●●年７月１１日　　終了　令和●●年９月３０日
　　　　　（事業実施日　令和●●年８月■■日）
③事業実施場所　　　○○○公園・○○ホール
④実績人数　市民、市外来場者　２，０００名

	実施体制
	●●会、■■会、□□組合、･･･････の●団体及び個人会員●名
●●の実施について専門的知識（活動実績）を有する団体（会員）あり。


	後援・協賛
団体
	●●自治会、■■会、□□組合

	市へ依頼した事項
	□名義使用　☑自治会配布依頼　□無線放送依頼　□市ＨＰへ掲載依頼
☑市有地使用（場所：雲仙市役所本庁駐車場　　　　　　　　　　　　）
□そ　の　他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	反省点、次年度以降の事業展開等

	“反省に基づく改善点について、必ず記載”
周知期間不足もあり参加者が予定より少なかったため、２週間前には周知を開始した方がよい。スタッフ不足であったため、連携する団体を増やす必要がある。●●について苦情があったため、●●にて対応する。
“来年度以降の活動（方向性）について、研修会開催型、市民提案型、市民活性化型については来年度の計画を、（※）市民活動型は通算３回で終了となるため、その後の活動計画（４年間）を記載”
次年度 ・・・

※３年目　・・・
※４年目　・・・


※１ページ以内で作成する必要はありません。
様式第4号(第11条関係)
収支精算書

収入
(単位：円)
	費目
	予算額
	精算額
	備考

	地域づくり補助金
	500,000
	499,000
	補助対象経費(769,192円-県20,000円)×2/3≒499,000円以内

	自己資金
	56,000
	54,589
	自己資金（会費）54,589円

	協賛金
	125,000
	105,000
	10,000円×8団体=80,000円
5,000円×5団体=25,000円

	事業収入
	140,000
	117,700
	抽選券100円×812枚=81,200円
●●売上200円×98店=19,600円
出店料2,000円×8店=16,000円

	県補助金
	20,000
	20,000
	県●●補助金２万円

	その他
	1,000
	103
	預金利息ほか雑入

	
	
	
	

	計
	842,000
	796,392
	



支出
(単位：円)
	費目
	予算額
	精算額
	備考

	報償費
	150,000
	140,000
	出演料　●●●●●円
司会謝礼　●●●●円
景品　　　９0,000円

	旅費
	５0,000
	42,480
	●●⇔●●バス運賃　2,480円
宿泊費●●●●円×●人=●●●●円

	需用費
	367,000
	371,352
	消耗品費　22,252円
燃料費（●●分）　2,000円
食糧費　800円×●人=●●●円
ｽﾀｯﾌ分800円×22人=17,600円《対象外》会議茶代120円×20人×4回=9,600円《対象外》
ポスターチラシ印刷　　200,000円
出店時ガス・水道料金　　 4,900円
食材（●●●分）　　　100,000円

	役務費
	30,000
	22,560
  
	切手82円×80枚=6,560円
クリーニング代　５,000円
イベント保険代　●●●●

	委託料
	200,000
	200,000
	●●委託料　　200,000円

	使用料及び借上料
	40,000
	２0,000
	●●使用料　　　10,000円
●●借上料　　　10,000円

	負担金
	5,000
	0
	

	計
	842,000
	796,392
	《補助対象》　769,192円
《補助対象外》　27,200円


別紙
雲仙市地域づくり事業実施スケジュール　実績
（準備作業から事業終了後の報告まで、できるだけ具体的に記載してください。）
	日程（月日）
	実施内容
	場所
	参加者等

	４月～９月
６月２日
７月１５日
８月１日
８月１２日
８月１３日
８月１４日
９月１６日
９月３０日
１０月３０日

	事業打ち合わせ（６回）
補助金交付申請書提出
出店関係者との打ち合わせ
事業周知チラシ配布
○○開催準備
○○開催
会場片付
実績報告（反省会）
事業期間終了
実績報告書提出

	○○会議室ほか
○○会議室
○○公園・○○ﾎｰﾙ
○○公園・○○ﾎｰﾙ
○○公園・○○ﾎｰﾙ
○○会議室

	１２０人（延べ）
２０人
３０人
２，２００人
３０人
２０人





[image: image1.emf]百 十 万 千 百 十 円

上記の支出を命ずる。

請求内訳

　

上記のとおり支出してよいかお伺いします。

上記の金額を領収しました。

印

支払先：

内　 容：

株式会社　●●●

イベント時消耗品

氏 名



会計　●●　●　●



年 月 日

\ 1 0

●●実行委員会　支出伺書

事業年度

　　　　　　年度

支出科目 需用費 支出伺番号 第 1 号 



事

務

局



金

額

適

用

イベント時消耗品



会

　

長



副

会

長



副

会

長

0 0

●●●●年●●月●●日



領収書等添付

住 所



●●●●年●●月●●日

氏 名


その他内容がわかる資料について
①事業実施にあたり作成したチラシやパンフレット等を提出してください。
特に、補助対象経費として作成した成果物は必ず提出してください。
②記録写真は、今後も事業を継続して行う際の参考になるため、なるべくたくさんの記録写真（会議の模様や、準備、当日、片付けの模様、会場の配置など）を撮られてください。
　また、記録写真については、実績報告書時に写真データ等にて提出をお願いします。
③関係書類、写真等により確認ができない場合は、補助対象外経費と判断する場合もあります。
Q＆A　
Q．児童・生徒が出演した場合の謝礼は補助の対象となりますか？
A．児童・生徒に対する謝礼は、補助の対象となります。
ただし、児童・生徒個人に対する謝礼として、現金を渡すことは好ましくないため、謝礼的要素としたお弁当やお茶などの飲食物（この場合これ以外の謝礼は対象外）、または筆記用具などの文具などを渡すようにしてください。なお、児童・生徒が所属するグループ（団体）に対しては、謝礼として現金をお渡しすることも可能としますが、その出演経費等については、団体の会計にて管理いただくよう、グループの代表者（保護者等）と謝礼の内容も含め協議をしてください。
Q．地域の方が出演される場合の出演料（謝礼）について基準はありますか？
A．出演者数、出演団体の人数、拘束時間等も事業ごとに異なるため、基準は
設けていません。地域づくり補助金は、地域の方みんなでつくりあげる事業であるため、予算等を考慮しながら、謝礼にかかる経費が高額になり、事業実施の負担にならないことを前提に、各申請団体の中でそれぞれ基準を設けるなどの整理をしてください。
※例えば、一人あたり弁当代（８００円）程度＋交通費＋運搬費を含め、
　　実費相当分として○○○○円、またはそれ相当の謝礼品にするなど。
　
Q．交付申請の際の見積りは全ての項目について徴取しないといけませんか？
A．３万円を超える場合は、見積書を徴取してください。
　　ただし、３万円以内であっても、算出根拠が不明確なものなど内容によっては見積書の徴取を行ってください。なお、見積徴取は不要であっても、カタログやインターネット等で調査したものの写し、または、継続事業であれば前年度実績報告における収支精算書（請求書明細など）を参考に、収支予算書の算出根拠を明確にしてください。
なお、見積書の徴取については、原則市内業者を優先してください。
・市内に対応可能な業者がない場合は、市外業者からの徴取した見積書で構いません。
・市外業者を活用する場合は、市内業者との見積比較により安価であることや、市外業者を活用する優位性（理由）を明確にしてください。
Q．実行委員会で消費したお茶代は補助対象となりますか？
A．基本的には、実行委員会の食糧費は対象外ですが、お茶代に限り補助の対象とします。
ただし、申請・実績報告時のスケジュール表の出席人数×１５0円／人　以内が補助対象となります。
※例：前日準備の際に実行委員会用のお茶（１５０円／本）を２０本購入した。実際は実行委員会からは１０名が参加した。
→購入費用　　　１５０円×２０本＝３，０００円
　　　　　補助対象経費　１５０円×１０人＝１，５００円
Q．市職員から人的支援をしてもらうことはできませんか？
A．本来、地域づくり事業は育成団体の自立を目的としており、原則職員の派遣はできません。
委託できるもの（駐車場係など）は外部へ委託や、他団体との連携を紹介するなど、アドバイス等させていただきたいと思いますのでご相談ください。
募集チラシ等により、一般の方へ幅広くボランティア募集を行うのも１つの手段と考えられます。
Q．補助対象経費の支払いでポイントが付いた場合は、補助対象経費からポイント分を差し引いて計上すればいいですか？
A．補助対象経費からポイント分を差し引く等の取扱いは認めていません。補助対象経費の支払いでポイントが付いた場合は、その支払いをした経費は全額補助対象外となります。
　　このため、電子マネー、クレジットカード、ポイントカード等の使用は控えていただきますようお願いします。
Ｑ．ポイントが付かなければ電子マネー、クレジットカード等を使用し、補助対象経費の支払いをしてもいいですか？
A．電子マネー、クレジットカード等での支払いは、ポイントが付与されるものと想定されるため、ポイントが付与されていないことを確認するため、電子マネー、クレジットカード等の利用明細書を領収書と別に提出していただきます。

事業実施日の前日の６０日前





事業評価委員会による事業評価


事業関係者の出席による説明





補助の対象となる期間は、交付決定日から実績報告書提出日までです。





補助金交付の承認（不承認）により交付決定通知書を団体等へ通知。


※評価時の意見を踏まえ、補助金交付承認に条件を付す場合あり。








　市へ補助金交付申請（関係書類）　※市は交付申請書の内容確認を行い調整、申請受付。





補助金確定通知書を団体へ通知。


※補助金の額が確定したら、請求書により補助金の請求を行ってください。


（概算払請求を行った場合は請求の必要はありません。


※なお、補助金交付確定額に応じ補助金の返還等もありえます。





　　　　　　　　　　実績報告書（関係書類）作成・市へ提出


　※市は報告書の内容確認














※活用を検討されている団体は、事前に担当課へご連絡ください。


なお、交付決定前に評価が行われるため、早めの提出をお願いします。








事業実施日の翌日から起算して６０日以内、又は実施年度末（３月３１日）のいずれかの早い日まで





事業開始


※補助金の適正な執行管理を行ってください。


　　　　　　　　　　　　※事業内容の変更が生じる場合は速やかに担当課へご一報ください。


                         ※記録写真（会議の模様や、準備、当日、片付けの模様、会場の配置


など）を残してください。





※補助金交付決定後、補助金の概算払いが可能です。


必要に応じ概算請求書を提出してください。





※作成したチラシやパンフレット等を提出してください。





雲仙市自治会連合会による事業評価


※省略する場合あり





実績報告書提出





交付決定





評価





補助金交付申請書提出





準備・ＰＲ





６０日前





事業実施日





収支精算・


支払いなど





反省会など





事業終了





６0日以内





事　 　業　　 実　　 施　　 期　　 間





補　 　助　　 対　　 象　　 期　　 間





開始


























令和●●年●●月●●日


見　積　書（例）





（申請者（団体）名）　様　　　　　　　　　　　　　　 住所


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□□株式会社　印


見積金額　＊＊＊＊＊＊　円　　　　　　 代表者名








品　名�
数量�
単価�
金額�
�
ポスター：A２・カラー


チラシ印刷：A4・カラー





消費税�
100


5,000�
＊＊＊


　　＊＊�
＊＊＊＊＊


＊＊＊＊＊





　　＊＊＊�
�
合　計�
�
�
　＊＊＊＊＊�
�
























数量、単価を


明確に！











請求書








請求書





振込受付書





振込受付書





又は








レシート


明細


























請求書





※領収書には、その明細がわかるよう、請求書やレシート明細を添付してください。








領収書


又は


レシート





領収書


又は


レシート





領収書（例）


令和●●年●●月●●日


（申請者（団体）名）　様


金　＊＊＊＊＊＊　円


　　　　　　但し、●●●●●として


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社○○○○


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者














印紙





印





申請者（団体）名を必ず記載





申請者（団体）名を必ず記載





領収書（例）





（申請者（団体）名）　様


金　＊＊＊＊＊＊　円





　　　　　　但し、●●●●●●●●謝礼　として





　　　　令和●●年●●月●●日　上記正に領収いたしました





　　住所　　　●●市●●●町１－１－１


　　団体名　　△△△△△


　　氏名　　　□□　□□　　㊞











　　　　　　　　　　　　　　　














住所、団体名、氏名の


記載が必要です。





領収印が必要です。





支　払　証　明


●●まつり　●●●●謝礼（令和●●年●●月●●日分）


　


日付�
受領者�
住所�
金額（円）�
�
●月●日�
（団体名・氏名）�
●●市●●町１－２�
●●●●円�
�
　　上記のとおり支払いましたことを証明します。


　　　令和●●年●●月●●日


　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　雲仙市●●町●●番地●


　　　　　　　　　　　　　　　　団体名　　（申請者（団体）名）


　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　（代表者氏名）　　　㊞


　








　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社○○○○

















※用途や内容を余白に記載してください。





申請者（団体）名を必ず記載











領収書


○○ホームセンター


（申請者（団体）名）様








令和○○年○○月○○日





テープ


￥216×３　 　　\648円


コピー用紙


￥432×4　 　￥1,728円





小計　　　　　  ￥2,160円


合計　　　　  ￥２，１６０円


お預り　　　　   \2,160円


お釣り　　　　　  　　\0円








●●●●用


























令和●●年●●月●●日


請　求　書（例）





（申請者（団体）名）　様　　　　　　　　　　　　　　 住所


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□□株式会社　印


請求金額　＊＊＊＊＊＊　円　　　　　　 代表者








品　名�
数量�
単価�
金額�
�
ポスター：A２・カラー


チラシ印刷：A4・カラー





消費税�
100


5,000�
＊＊＊


　　＊＊�
＊＊＊＊＊


＊＊＊＊＊





　　＊＊＊�
�
合　計�
�
�
　＊＊＊＊＊�
�
























数量、単価を


明確に！





令和●●年●●月●●日


請　求　書（例）





（申請者（団体）名）　様　　　　　　　　　　　　　　 住所


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□□株式会社　印


請求金額　＊＊＊＊＊＊　円　　　　　　 代表者








品　名�
数量�
単価�
金額�
�
●●●会場設営


�
一式�
�
＊＊＊＊＊





　　�
�
合　計�
�
�
　＊＊＊＊＊�
�
























※⑥は、あわせて団体規約や会則等のほか、団体名簿を提出してください。





※⑦は市が内容を把握するため、団体へ求めるもの（会場レイアウトなど）





※⑧⑨は事業内容、収支から必要性を判断し、担当課から指示します。





※⑧は事業内容、収支から必要性を判断し、担当課から指示します。





団体





補助金申請時：交付申請書記入例  





補助金申請時：事業計画書記入例  





事業実施日だけでなく、交付決定後の準備から事業後の整理期間まで。





“前年度と同じではなく、発展的な目標や取り組み内容を記載。（●●の増や事業拡大など）“











補助金申請時：収支予算書記入例


  





前年度に同内容の事業を実施している場合は収入を記載。（ない場合は空欄）





積算根拠を明確に


記載すること





国・県等は控除





事業収入を記載。（補助対象経費とした費目から売上が生じる場合は必ず記載すること）





補助対象外経費を明確に記載。





補助金申請時：スケジュール（予定）記入例


  





補助金申請時：申請者プロフィール記入例





団体





実績報告時：実績報告書記入例  





補助金交付決定通知日





補助金交付決定の文書番号





実績報告時：実績報告書記入例  





実施結果の内容を反映してください





“前年度と同じではなく、発展的な目標や取り組み内容を記載。（●●の増や事業拡大など）“














実績報告時：収支精算書記入例





明確に記載すること





国・県等は控除





事業収入を記載。（補助対象経費とした費目から売上が生じる場合は必ず記載すること）





領収書との整合を図ること





補助対象外経費を明確に記載。





今後の活動の参考にもなります。実施結果の内容を反映してください。





実績報告時：スケジュール（実績）記入例





補助金を受けて事業を行う場合は、補助対象事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿（金銭出納簿、財産台帳、通帳など）を備えるとともに、その収入及び支出に関する証拠書類（事業実績綴り、領収書綴りなど）を整理する必要があり、誰がいつ見ても、何にいくら使ったかがはっきりわかるよう簡潔・明瞭に整理する必要があります。


このことから、支払いが済んだ（領収書を受領した）ものから、速やかに領収書及び請求書やレシート等明細がわかるものを用紙（A４）に貼り付ける（重ね貼り禁止）とともに、「支出明細書」に記録し、予算の執行管理を行うことが重要です。


また、次ページ（Ｐ３５）のような、支出伺書を作成し管理することで、会計の出納簿の作成に利用でき、作業としては手間が増えますが、整理する際には容易になると思われます。





参考





～「自ら考え実践する地域づくり」のために～





計画している事業が、一部の方の楽しみや盛り上がりにならないよう、地域


の発展に「どのような」形で反映するかを考える必要があります。


それは「地域の活性化につながる」といった漠然なものではなく、「何」が「どう」だから、それを解決するために「どのようにして」、結果「こう」なるといった計画性が必要です。





また、地域づくり補助金は「自ら考え実践する」ことを主眼に置いており、地域の様々な分野の方が得意分野を活かしながら協働し、事業を実施する補助


金です。





「自ら考え実践する」は、事前に綿密な事業計画を立て、事業費においても財源を安易に地域づくり補助金に頼らない（補助金ありきの事業計画ではない）ことが重要なポイントとなります。
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